
  - 1 -  

令和７年度第２回 

さいたま市福祉有償運送運営協議会 

議 事 要 旨 

 

【開催要領】 

 １．開催日時：令和７年８月２８日（木）１０：００～１０：３０ 

 ２．場  所：本庁舎１０階会議室 

 ３．出席委員：１１人（敬称略・５０音順） 

荒井 孝浩 福祉局障害福祉部 

伊藤 みどり 特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク 

遠藤 浩司 埼玉交通運輸労働組合 

澤田 陽子 福祉局長寿応援部介護保険課 

清水 孝夫 埼玉県個人タクシー協会 

高橋 八州博 福祉局長寿応援部 

瀧口 修一 一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会 

間 真 福祉局生活福祉部 

番場 洋輔 一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会 

増野 美七海 埼玉運輸支局 

吉野 智子 子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課 

 

４．欠席委員：４人（敬称略・５０音順） 

川島 有希子 住民又は旅客 

佐野 公紀 埼玉県企画財政部交通政策課 

永江 万里子 福祉局障害福祉部障害福祉課 

山本 宏 社会福祉法人さくら草 

 ５．傍聴人：０人 
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【次第】 

１ 開 会 

２ 協 議 

（１）更新登録の申請に係る協議について 

  ・NPO 法人 生活サポートほほえみ 

３ 報 告 

（１）軽微な事項の変更等について 

４ 閉 会 

 

 

【配付資料】 

○令和７年度第２回さいたま市福祉有償運送運営協議会次第 

○さいたま市福祉有償運送運営協議会委員名簿 

○令和７年度第２回さいたま市福祉有償運送運営協議会席次表 

○資料１ 更新登録申請書（NPO 法人 生活サポートほほえみ） 

○資料２ 軽微な事項の変更等について 

〇資料３ 軽微な事項の変更について 
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【要旨】 

●更新登録の申請に係る協議について（NPO 法人 生活サポートほほえみ） 

  ○事務局より、更新登録申請の概要説明 

  ○NPO 法人 生活サポートほほえみ 入室 

  ○委員と申請事業者の間で、以下のとおり、質疑応答を実施 

間会長 日頃から福祉有償運送の事業を実施する上で、事業者の視点から感じてい

ることについてお話いただければと思います。 

事業者 有償運送事業ですが、障害をもった方にはなくてはならないサービスだと

思っております。私たち介護のプロでもありまして、利用者様の特性を把

握しながら安全に輸送できるのは私たちだと思っております。 

間会長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見・ご質問等あ

る方はお願いいたします。 

瀧口委員 利用者様が４名ということで、輸送頻度としてはどんな感じですか。 

事業者 学生なので、１日１回は大体。夏休みなので頻度は少ないんですけど、平

日ですと１日１回くらいは（輸送しています）。 

伊藤委員 利用状況について、他の地区でも運送されているかと思いまして。他はど

んな利用人数ですとか、頻度になっているか教えていただけますか。 

事業者 埼葛地区の方で、春日部市で１名だけなんですけれども、利用の方がいら

っしゃいまして、先日同じように更新がありました。 

伊藤委員 そちらの方も通学利用ですか。 

事業者 いや、もう社会人の方で、施設への送迎です。 

伊藤委員 頻度はどんな感じですか。 

事業者 月に１回だけですね。 

伊藤委員 そうしますと、今生活サポートほほえみ（所有）の１０人乗り（の車両）

が１台あるけれども、だいぶ大きいなという感じですね。 

事業者 そうですね。 

伊藤委員 介護サービスひまわりからの持込車両も使っていて、両方とも稼働はして

いるということですか。 

事業者 そうですね、稼働はしています。 

伊藤委員 一番使われているのは通学（目的）ということでよろしかったでしょう
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か。 

事業者 はい、頻度としては（通学が）多いです。 

伊藤委員 ありがとうございます。もう１点ありまして、昨年、福祉有償運送におけ

る運送の対価はタクシー運賃の概ね８割を目安というふうに国の方で改正

があったのですけれども、運送の対価について「引き上げたい」とか「そ

のようなつもりはない」といったご意向はいかがでしょうか。 

事業者 今のところ（引き上げ等の）予定はないです。 

清水委員 保険の内容なのですが、（使用車両のうち１台の保険の年齢条件が）２６

歳以上限定ですけれど、２５歳以下の方は運転手さんの中ではいらっしゃ

らないということですか。 

事業者 はい、そうです。 

○NPO 法人 生活サポートほほえみ 退室 

○NPO 法人 生活サポートほほえみの申請について合意 

 

  ○事務局より、軽微な事項の変更について、資料２に基づき説明 

    

以上 


